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１ 神奈川県法定外公共用財産使用料徴収条例（平成11年神奈川県条例第43号）新旧対照表 

改 正 現 行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 

使用料 

区分 

使用料 

単位 

所在地 

単位 

所在地 

第一 

級地 

第二 

級地 

第三 

級地 

第四 

級地 

第一 

級地 

第二 

級地 

第三 

級地 

第四 

級地 

 通路、作業場、

材料置場、貯木

場、いかだ等の

係留場その他原

状のまま使用す

るもの 

使用面積

１平方メ

ートル１

年 

320円 270円 250円 250円 

 通路、作業場、

材料置場、貯木

場、いかだ等の

係留場その他原

状のまま使用す

るもの 

使用面積

１平方メ

ートル１

年 

300円 250円 230円 230円 

 倉庫、物置、小

屋、桟橋、橋り

ょうその他の工

作物（次の各項

に掲げるものを

除く。） 

700円 590円 560円 550円 

 倉庫、物置、小

屋、桟橋、橋り

ょうその他の工

作物（次の各項

に掲げるものを

除く。） 

680円 550円 520円 500円 

第一種電柱 
2,460

円 

1,940

円 

1,630

円 

1,530

円 
第一種電柱 

2,370

円 

1,880

円 

1,560

円 

1,450

円 

第二種電柱 
3,780

円 

2,980

円 

2,510

円 

2,350

円 
第二種電柱 

3,650

円 

2,890

円 

2,400

円 

2,230

円 

第三種電柱 

１本１年 

5,100

円 

4,030

円 

3,380

円 

3,170

円 
第三種電柱 

１本１年 

4,920

円 

3,890

円 

3,240

円 

3,000

円 

第一種電話柱 
2,200

円 

1,740

円 

1,460

円 

1,360

円 
第一種電話柱 

2,120

円 

1,680

円 

1,400

円 

1,290

円 

第二種電話柱 
3,520

円 

2,780

円 

2,330

円 

2,180

円 
第二種電話柱 

3,390

円 

2,690

円 

2,230

円 

2,070

円 

第三種電話柱 
4,830

円 

3,820

円 

3,200

円 

3,000

円 
第三種電話柱 

4,660

円 

3,690

円 

3,070

円 

2,850

円 

鉄塔 

使用面積

１平方メ

ートル１

年 

1,900

円 

1,600

円 

1,530

円 

1,500

円 
鉄塔 

使用面積

１平方メ

ートル１

年 

1,840

円 

1,490

円 

1,400

円 

1,370

円 

 その他の柱類 １本１年 220円 170円 150円 140円  その他の柱類 １本１年 210円 170円 140円 130円 

 共架電線その他

上空に設ける線

類 

22円 17円 15円 14円 

共架電線その他

上空に設ける線

類 

 21円 17円 14円 13円 

 地下に設ける電

線その他の線類 
13円 10円 9円 8円 

 地下に設ける電

線その他の線類 
13円 10円 8円 8円 

外径が

0.07メー

トル未満

のもの 

92円 73円 61円 57円 

外径が

0.07メー

トル未満

のもの 

89円 70円 59円 54円 
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改 正 現 行 

外径が

0.07メー

トル以上

0.1メー

トル未満

のもの 

130円 100円 87円 82円 

外径が

0.07メー

トル以上

0.1メー

トル未満

のもの 

130円 100円 84円 78円 

外径が

0.1メー

トル以上

0.15メー

トル未満

のもの 

200円 160円 130円 120円 

外径が

0.1メー

トル以上

0.15メー

トル未満

のもの 

190円 150円 130円 120円 

外径が

0.15メー

トル以上

0.2メー

トル未満

のもの 

260円 210円 170円 160円 

外径が

0.15メー

トル以上

0.2メー

トル未満

のもの 

250円 200円 170円 160円 

管類 

外径が

0.2メー

トル以上

0.3メー

トル未満

のもの 

長さ１メ

ートル１

年 

400円 310円 260円 250円 管類 

外径が

0.2メー

トル以上

0.3メー

トル未満

のもの 

長さ１メ

ートル１

年 

380円 300円 250円 230円 

外径が

0.3メー

トル以上

0.4メー

トル未満

のもの 

530円 420円 350円 330円 

外径が

0.3メー

トル以上

0.4メー

トル未満

のもの 

510円 400円 340円 310円 

外径が

0.4メー

トル以上

0.7メー

トル未満

のもの 

920円 730円 610円 570円 

外径が

0.4メー

トル以上

0.7メー

トル未満

のもの 

890円 700円 590円 540円 

外径が

0.7メー

トル以上

１メート

ル未満の

もの 

1,320

円 

1,040

円 
870円 820円 

外径が

0.7メー

トル以上

１メート

ル未満の

もの 

1,270

円 

1,010

円 
840円 780円 

外径が１

メートル

以上２メ

ートル未

満のもの 

 
2,640

円 

2,080

円 

1,750

円 

1,640

円 

外径が１

メートル

以上２メ

ートル未

満のもの 

 
2,540

円 

2,010

円 

1,680

円 

1,550

円 
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改 正 現 行 

外径が２

メートル

以上のも

の 

5,270

円 

4,160

円 

3,500

円 

3,280

円 

外径が２

メートル

以上のも

の 

5,090

円 

4,030

円 

3,350

円 

3,110

円 

看板 

表示面積

１平方メ

ートル１

年 

8,200

円 

4,310

円 

1,330

円 
910円 看板 

表示面積

１平方メ

ートル１

年 

8,010

円 

4,730

円 

1,510

円 

1,040

円 

農耕地、牧草地

等 

使用面積

１平方メ

ートル１

年 

14円 12円 11円 11円 
農耕地、牧草地

等 

使用面積

１平方メ

ートル１

年 

14円 11円 10円 10円 

土石の

採取 

田圃
た ん ぼ

砂利

の採取 
採取量１

立方メー

トル

230円 

土石の

採取 

田圃
た ん ぼ

砂利

の採取 
採取量１

立方メー

トル

230円 

 山砂利の

採取 
260円 

 山砂利の

採取 
260円 

その他の

土石の採

取 

460円 

その他の

土石の採

取 

460円 

備考 １ 所在地とは、使用する箇所の所在地を

いい、その区分は、次のとおりとする。

ただし、使用する箇所が２以上の所在地

の区分にわたる場合は、最も高い金額の

区分によるものとする。 

備考 １ 所在地とは、使用する箇所の所在地を

いい、その区分は、次のとおりとする。

ただし、使用する箇所が２以上の所在地

の区分にわたる場合は、最も高い金額の

区分によるものとする。 

(１) 第一級地 横浜市、川崎市、鎌倉

市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、大和

市、海老名市及び座間市の区域をい

う。

(１) 第一級地 横浜市、川崎市、鎌倉

市、藤沢市、茅ケ崎市、逗子市、大和

市、海老名市、座間市及び綾瀬市の区

域をいう。

(２) 第二級地 相模原市、横須賀市、

平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、

伊勢原市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高

座郡寒川町、中郡大磯町、同郡二宮

町、足柄上郡大井町、同郡開成町、足

柄下郡真鶴町及び愛甲郡愛川町の区域

をいう。

(２) 第二級地 相模原市、横須賀市、

平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、

伊勢原市、三浦郡葉山町、高座郡寒川

町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄上

郡大井町、同郡開成町、足柄下郡真鶴

町及び愛甲郡愛川町の区域をいう。

(３)・（４） （略） (３)・（４） （略）

２～９ （略） ２～９ （略） 
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改 正 現 行 

 政令第７条第14号

に掲げる施設 
Ａ×0.031 

 （新規） 

備考 １ （略） 

２ 所在地とは、占用物件の所在地をいい、

その区分は、次のとおりとする。 

(1) 第一級地 鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎

市、逗子市、大和市、海老名市及び座

間市の区域をいう。 

(2) 第二級地 横須賀市、平塚市、小田

原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、綾

瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、

中郡大磯町、同郡二宮町、足柄上郡大

井町、同郡開成町、足柄下郡真鶴町及

び愛甲郡愛川町の区域をいう。 

(3)・(4) （略）

３～９ （略） 

備考 １ （略） 

２ 所在地とは、占用物件の所在地をいい、

その区分は、次のとおりとする。 

(1) 第一級地 鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎

市、逗子市、大和市、海老名市、座間

市及び綾瀬市の区域をいう。 

(2) 第二級地 横須賀市、平塚市、小田

原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、三

浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯

町、同郡二宮町、足柄上郡大井町、同

郡開成町、足柄下郡真鶴町及び愛甲郡

愛川町の区域をいう。 

(3)・(4) （略）

３～９ （略） 
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４ 港湾の設置及び管理等に関する条例（昭和39年神奈川県条例第93号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表第１（第11条関係） 別表第１（第11条関係）
１～６ （略） １～６ （略） 

７ 専用利用料 ７ 専用利用料 

専用利用料の額は、次の表により計算して得た

額に消費税率等に１を加えた率を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額）とする。ただし、(１)及び(２)の

規定を適用する場合において、第５条第１項の規

定による承認の期間が１月以上にわたるときで、

建物その他の施設の使用に伴うものでないとき

は、次の表により計算して得た額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。 

専用利用料の額は、次の表により計算して得た

額に消費税率等に１を加えた率を乗じて得た額

（その額に１円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額）とする。ただし、(１)及び(２)の

規定を適用する場合において、第５条第１項の規

定による承認の期間が１月以上にわたるときで、

建物その他の施設の使用に伴うものでないとき

は、次の表により計算して得た額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。 

(１) 次の表の区分の欄に掲げる構築物を設置す

るための土地の専用利用 

(１) 次の表の区分の欄に掲げる構築物を設置す

るための土地の専用利用 

区分 

専用利用料 

区分 

専用利用料 

単位 

港湾名 

単位 

港湾名 

湘南港 

葉山港、

大磯港、

真鶴港 

 

湘南港 

葉山港、

大磯港、

真鶴港 

 

第一種電柱 2,460円 1,940円  第一種電柱 2,370円 1,880円 

 第二種電柱 3,780円 2,980円  第二種電柱 3,650円 2,890円 

 第三種電柱 5,100円 4,030円  第三種電柱 4,920円 3,890円 

第一種電話柱 
１本１

年 
2,200円 1,740円 第一種電話柱 

１本１

年 
2,120円 1,680円 

 第二種電話柱 3,520円 2,780円  第二種電話柱 3,390円 2,690円 

 第三種電話柱 4,830円 3,820円  第三種電話柱 4,660円 3,690円 

 その他の柱類 220円 170円  その他の柱類 210円 170円 

 共架電線その他上空

に設ける線類 
240円 160円 

 共架電線その他上空

に設ける線類 
240円 170円 

 地下に設ける電線そ

の他の線類 
130円 86円 

 地下に設ける電線そ

の他の線類 
120円 89円 

外径が0.07メート

ル未満のもの
92円 73円 

外径が0.07メート

ル未満のもの
89円 70円 

外径が0.07メート

ル以上0.1メート

ル未満のもの

130円 100円 

外径が0.07メート

ル以上0.1メート

ル未満のもの

130円 100円 

外径が0.1メート

ル以上0.15メート

ル未満のもの

200円 160円 

外径が0.1メート

ル以上0.15メート

ル未満のもの

190円 150円 

外径が0.15メート

ル以上0.2メート

ル未満のもの 長さ１

メート

ル１年

260円 210円 

外径が0.15メート

ル以上0.2メート

ル未満のもの 長さ１

メート

ル１年

250円 200円 

管

類 

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの

400円 310円 管

類 

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの

380円 300円 

外径が0.3メート 530円 420円 外径が0.3メート 510円 400円 
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改    正 現    行 

ル以上0.4メート

ル未満のもの

ル以上0.4メート

ル未満のもの

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの

920円 730円 

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの

890円 700円 

外径が0.7メート

ル以上１メートル

未満のもの 

1,320円 1,040円 

外径が0.7メート

ル以上１メートル

未満のもの 

1,270円 1,010円 

外径が１メートル

以上２メートル未

満のもの 

 2,640円 2,080円 

外径が１メートル

以上２メートル未

満のもの 

 2,540円 2,010円 

外径が２メートル

以上のもの 
5,270円 4,160円 

外径が２メートル

以上のもの 
5,090円 4,030円 

 柵類 1,420円 960円  柵類 1,430円 990円 

看板 

表示面

積１平

方メー

トル１

年 

8,200円 4,310円 看板 

表示面

積１平

方メー

トル１

年 

8,010円 4,730円 

備考 （略） 備考 （略）。 

(２)・(３) （略） (２)・(３)  （略） 

別表第２（第11条関係） 別表第２（第11条関係） 

占用料等の額は、次の表により計算して得た額に

消費税率等に１を加えた率を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）とする。ただし、法第37条第１項第１号の占用

の期間が１月以上であるものに係る占用料の額は、

次の表により計算して得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

占用料等の額は、次の表により計算して得た額に

消費税率等に１を加えた率を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）とする。ただし、法第37条第１項第１号の占用

の期間が１月以上であるものに係る占用料の額は、

次の表により計算して得た額（その額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

区分 

占用料等 

区分 

占用料等 

単位 

港湾名 

単位 

港湾名 

湘南港 

葉山港、

大磯港、

真鶴港 

 

湘南港 

葉山港、

大磯港、

真鶴港 

 

 通路、作業場、材料置

場、貯木場、いかだ等の

係留場その他原状のま

ま使用するもの 

占用面

積１平

方メー

トル１

年 

320円 270円 

 通路、作業場、材料置

場、貯木場、いかだ等の

係留場その他原状のま

ま使用するもの 

占用面

積１平

方メー

トル１

年 

300円 250円 

 倉庫、物置、小屋、桟橋、

橋りようその他の工作

物（次の各項に掲げる

ものを除く。） 

700円 590円 

 倉庫、物置、小屋、桟橋、

橋りようその他の工作

物（次の各項に掲げる

ものを除く。） 

680円 550円 

 第一種電柱 2,460円 1,940円  第一種電柱 2,370円 1,880円 

 第二種電柱 3,780円 2,980円  第二種電柱 3,650円 2,890円 

 第三種電柱 １本１

年 

5,100円 4,030円  第三種電柱 １本１

年 

4,920円 3,890円 

 第一種電話柱 2,200円 1,740円  第一種電話柱 2,120円 1,680円 

 第二種電話柱 3,520円 2,780円  第二種電話柱 3,390円 2,690円 

 第三種電話柱 4,830円 3,820円  第三種電話柱 4,660円 3,690円

-16-



改    正 現    行 

鉄塔 

占用面

積１平

方メー

トル１

年 

1,900円 1,600円 鉄塔 

占用面

積１平

方メー

トル１

年 

1,840円 1,490円 

その他の柱類 
１本１

年 
220円 170円 その他の柱類 

１本１

年 
210円 170円 

 共架電線その他上空に

設ける線類 
22円 17円 

 共架電線その他上空に

設ける線類 
21円 17円 

 地下に設ける電線その

他の線類 
13円 10円 

 地下に設ける電線その

他の線類 
13円 10円 

外径が0.07メートル

未満のもの 
92円 73円 

外径が0.07メートル

未満のもの 
89円 70円 

外径が0.07メートル

以上0.1メートル未

満のもの 

 130円 100円 

外径が0.07メートル

以上0.1メートル未

満のもの 

 130円 100円 

外径が0.1メートル

以上0.15メートル未

満のもの 

 200円 160円 

外径が0.1メートル

以上0.15メートル未

満のもの 

 190円 150円 

外径が0.15メートル

以上0.2メートル未

満のもの 

長さ１

メート

ル１年

260円 210円 

外径が0.15メートル

以上0.2メートル未

満のもの 

長さ１

メート

ル１年

250円 200円 

管

類 

外径が0.2メートル

以上0.3メートル未

満のもの 

400円 310円 

管

類 

外径が0.2メートル

以上0.3メートル未

満のもの 

380円 300円 

 外径が0.3メートル

以上0.4メートル未

満のもの 

530円 420円 

 外径が0.3メートル

以上0.4メートル未

満のもの 

510円 400円 

外径が0.4メートル

以上0.7メートル未

満のもの 

 920円 730円 

外径が0.4メートル

以上0.7メートル未

満のもの 

 890円 700円 

外径が0.7メートル

以上１メートル未満

のもの 

 1,320円 1,040円 

外径が0.7メートル

以上１メートル未満

のもの 

 1,270円 1,010円 

外径が１メートル以

上２メートル未満の

もの 

 2,640円 2,080円 

外径が１メートル以

上２メートル未満の

もの 

 2,540円 2,010円 

外径が２メートル以

上のもの 
5,270円 4,160円 

外径が２メートル以

上のもの 
5,090円 4,030円 

 柵類 920円 770円  柵類 880円 720円 

 係船浮標、係船くい及

び信号標 

１基１

年 
900円 760円 

 係船浮標、係船くい及

び信号標 

１基１

年 
870円 700円 

看板 

表示面

積１平

方メー

トル１

年 

8,200円 4,310円 看板 

表示面

積１平

方メー

トル１

年 

8,010円 4,730円 

 海水浴施設、売店及び

バンガロー 

占用面

積１平
310円 260円 

 海水浴施設、売店及び

バンガロー 

占用面

積１平
300円 250円 
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改    正 現    行 

方メー

トル１

月 

方メー

トル１

月 

土砂の採取 

採取量

１立方

メート

ル 

300円 土砂の採取 

採取量

１立方

メート

ル 

300円 

備考 （略） 備考 （略） 
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６ 神奈川県海岸占用料等徴収条例（平成11年神奈川県条例第45号）新旧対照表 

改    正 現    行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 

占用料等 

区分 

占用料等 

単位 

所在地 

単位 

所在地 

第一

級地 

第二

級地 

第三

級地 

第一

級地 

第二

級地 

第三

級地 

 通路、作業場、材料

置場、貯木場、いか

だ等の係留場その

他原状のまま使用

するもの 占用面積１

平方メート

ル１年

320円 270円 250円 

 通路、作業場、材料

置場、貯木場、いか

だ等の係留場その

他原状のまま使用

するもの 占用面積１

平方メート

ル１年

300円 250円 230円 

 倉庫、物置、小屋、

桟橋、橋りょうそ

の他の施設又は工

作物（次の各項に

掲げるものを除

く。） 

700円 590円 560円 

 倉庫、物置、小屋、

桟橋、橋りょうそ

の他の施設又は工

作物（次の各項に

掲げるものを除

く。） 

680円 550円 520円 

第一種電柱 
2,460

円 

1,940

円 

1,630

円 
第一種電柱 

2,370

円 

1,880

円 

1,560

円 

第二種電柱 
3,780

円 

2,980

円 

2,510

円 
第二種電柱 

3,650

円 

2,890

円 

2,400

円 

第三種電柱 

１本１年 

5,100

円 

4,030

円 

3,380

円 
第三種電柱 

１本１年 

4,920

円 

3,890

円 

3,240

円 

第一種電話柱 
2,200

円 

1,740

円 

1,460

円 
第一種電話柱 

2,120

円 

1,680

円 

1,400

円 

第二種電話柱 
3,520

円 

2,780

円 

2,330

円 
第二種電話柱 

3,390

円 

2,690

円 

2,230

円 

第三種電話柱 
4,830

円 

3,820

円 

3,200

円 
第三種電話柱 

4,660

円 

3,690

円 

3,070

円 

鉄塔 

占用面積１

平方メート

ル１年

1,900

円 

1,600

円 

1,530

円 
鉄塔 

占用面積１

平方メート

ル１年

1,840

円 

1,490

円 

1,400

円 

 その他の柱類 １本１年 220円 170円 150円  その他の柱類 １本１年 210円 170円 140円 

 共架電線その他上

空に設ける線類 

 
22円 17円 15円 

 共架電線その他上

空に設ける線類 

 
21円 17円 14円 

 地下に設ける電線

その他の線類 

 
13円 10円 9円 

 地下に設ける電線

その他の線類 

 
13円 10円 8円 

外径が 0.07メ

ートル未満の

もの 

 

92円 73円 61円 

外径が0.07メ

ートル未満の

もの 

 

89円 70円 59円 

外径が 0.07メ

ートル以上0.1

メートル未満

のもの 

 

130円 100円 87円 

外径が0.07メ

ートル以上0.1

メートル未満

のもの 

 

130円 100円 84円 

外径が0.1メー

トル以上 0.15

メートル未満

のもの 

 

200円 160円 130円 

外径が0.1メー

トル以上0.15

メートル未満

のもの 

 

190円 150円 130円 
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改    正 現    行 

外径が 0.15メ

ートル以上0.2

メートル未満

のもの 

 

260円 210円 170円 

外径が0.15メ

ートル以上0.2

メートル未満

のもの 

 

250円 200円 170円 

管

類 

外径が0.2メー

トル以上0.3メ

ートル未満の

もの 

長さ１メー

トル１年
400円 310円 260円 

管

類 

外径が0.2メー

トル以上0.3メ

ートル未満の

もの 

長さ１メー

トル１年
380円 300円 250円 

外径が0.3メー

トル以上0.4メ

ートル未満の

もの 

 

530円 420円 350円 

外径が0.3メー

トル以上0.4メ

ートル未満の

もの 

 

510円 400円 340円 

外径が0.4メー

トル以上0.7メ

ートル未満の

もの 

 

920円 730円 610円 

外径が0.4メー

トル以上0.7メ

ートル未満の

もの 

 

890円 700円 590円 

外径が0.7メー

トル以上１メ

ートル未満の

もの 

 

1,320

円 

1,040

円 
870円 

外径が0.7メー

トル以上１メ

ートル未満の

もの 

 

1,270

円 

1,010

円 
840円 

外径が１メー

トル以上２メ

ートル未満の

もの 

 

2,640

円 

2,080

円 

1,750

円 

外径が１メー

トル以上２メ

ートル未満の

もの 

 

2,540

円 

2,010

円 

1,680

円 

外径が２メー

トル以上のも

の 

 
5,270

円 

4,160

円 

3,500

円 

外径が２メー

トル以上のも

の 

 
5,090

円 

4,030

円 

3,350

円 

 柵類 920円 770円 740円  柵類 880円 720円 680円 

看板 

表示面積１

平方メート

ル１年

8,200

円 

4,310

円 

1,330

円 
看板 

表示面積１

平方メート

ル１年

8,010

円 

4,730

円 

1,510

円 

海水浴施設、売店

及びバンガロー 

占用面積１

平方メート

ル１月

310円 260円 250円 
海水浴施設、売店

及びバンガロー 

占用面積１

平方メート

ル１月

300円 250円 230円 

 砂 260円 砂 260円 

 砂利（径が６セ

ンチメートル

以下のものを

いう。） 

 

300円 

砂利（径が６セ

ンチメートル

以下のものを

いう。） 

 

300円 

土

石

の

採

取 

栗石（径が６セ

ンチメートル

を超え15セン

チメートル以

下のものをい

う。） 

採取量１立

方メートル 

360円 土

石

の

採

取 

栗石（径が６セ

ンチメートル

を超え15セン

チメートル以

下のものをい

う。） 

採取量１立

方メートル 

360円 

玉石（径が15セ

ンチメートル

を超え30セン

チメートル以

460円 

玉石（径が15セ

ンチメートル

を超え30セン

チメートル以

460円 
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改    正 現    行 

下のものをい

う。） 

下のものをい

う。） 

 転石（径が30セ

ンチメートル

を超えるもの

をいう。） 

 

530円 

転石（径が30セ

ンチメートル

を超えるもの

をいう。） 

 

530円 

 混合土石 300円 混合土石 300円 

備考 （略） 備考 （略） 
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７  一般国道 134号花水川橋架替（仮橋）工事の概要 

(1) 工 事 名 称  一般国道134号花水川橋架替（仮橋）工事 

(2) 工 事 場 所  平塚市虹ケ浜～唐ケ原地内 

(3) 工 事 内 容  迂回路仮橋橋長L=136m 

迂回路仮橋    １橋 

鋼管杭基礎φ800 16本 

作業用構台    １橋 

(4) 請負契約金額  ８億3,922万3,000円 

(5) 請負契約者名  池田建設・関東緑地土木特定建設工事共同企業体 

代表者 株式会社池田建設 

代表取締役 池 田   一 

所在地 神奈川県伊勢原市笠窪421-20 
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簡易
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８ 県営浦賀かもめ団地公営住宅新築工事（１期－建築－第１工区）の概要 

(1) 工 事 名 称  県営浦賀かもめ団地公営住宅新築工事（１期－建築－第１工区） 

(2) 工 事 場 所  横須賀市鴨居２－80 

(3) 工 事 内 容  構造/階数 鉄筋コンクリ－ト造 ５階建 １棟 

 延床面積  3,309.51㎡ 

 住戸数   60戸 

(4) 請負契約金額  11億2,100万3,400円

(5) 請負契約者名  小俣・サカクラ特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社小俣組 

代表取締役 小 俣 順 一

所在地 横浜市南区新川町５丁目 28番地 
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９ 県営浦賀かもめ団地公営住宅新築工事（１期－建築－第２工区）の概要 

(1) 工 事 名 称  県営浦賀かもめ団地公営住宅新築工事（１期－建築－第２工区） 

(2) 工 事 場 所  横須賀市鴨居２－80 

(3) 工 事 内 容  構造/階数 鉄筋コンクリ－ト造 ５階建 １棟 

 延床面積  2,543.25㎡ 

 住戸数   39戸 

(4) 請負契約金額  ７億9,577万6,740円

(5) 請負契約者名  紅梅・昭和特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社紅梅組 

代表取締役 佐 々 木 利 文

所在地 横浜市西区戸部本町 36番３号 
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10 県営浦賀かもめ団地公営住宅新築工事（１期－建築－第３工区）の概要 

(1) 工 事 名 称  県営浦賀かもめ団地公営住宅新築工事（１期－建築－第３工区） 

(2) 工 事 場 所  横須賀市鴨居２－80 

(3) 工 事 内 容  構造/階数 鉄筋コンクリ－ト造 ５階建 １棟 

 延床面積  2,675.89㎡ 

 住戸数   45戸 

(4) 請負契約金額  ９億1,527万6,120円

(5) 請負契約者名  松浦・今井特定建設工事共同企業体

代表者 松浦建設株式会社 

代表取締役 松 浦 秀 敏

所在地 小田原市新屋 82番地１ 
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